
通話録音装置貸出しのご案内 

 
■貸出し対象となる方 

  ・過去に特殊詐欺被害にあったことがある者  ・不審電話を受けたことがある者   

・特殊詐欺被害を受けるおそれが大きいと認められる者（高齢者、障がい者など） 

 

■貸出し期間   半年間（１年まで延長可能）  

                    ※半年経過前に、延長・返却の希望確認文書をお送りします。 

 

■通話録音装置とは 

通話録音装置は、発信元への警告機能と通話内容の自動録音機能を兼ね備えた機器です。 

縦 100 ミリ、横 150 ミリ、厚み 34 ミリの大きさです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・対応回線…一般家庭用のアナログ 2 線式（一般家庭用電話回線の大半）に対応していますが、マイツー 

ホー、警備会社等の通報サービスを受けている場合、うまく接続できないことがあります。 

・対応機種…ファクス機能付電話機を含めて、大半の電話機に対応していますが、黒電話には対応していま

せん。 

・接続維持費…接続すると年間 300 円程度の電気料金が発生し、使用者負担となります。  

 

■接続方法 ～ご自分でも簡単に接続できます。～ 

電話機についている※モジュラーケーブルを外し録音機に接続し、録音機付属のケーブルを電話機に接続

します。電源が必要なので、コンセントを 1 つ用意してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※モジュラーケーブル⇒ 



■お申込みの流れ 

１．通話録音装置貸出申請書（同意書）及び設置連絡票(業者設置を希望する場合のみ)を市役所ダイバー

シティ人権政策課へ提出してください。本人確認をしますので運転免許証や保険証など、氏名、住所、年

齢のわかるものをご持参ください。郵送の場合は、必要な箇所をご記入のうえ、身分証の写しを同封して、

以下の送付先に送付してください。 

 《 提出先：〒920-8577 金沢市広坂 1-1-1 ダイバーシティ人権政策課 通話録音装置貸出し担当 》 
 
２．貸与の可否について決定次第、承認通知書を送付いたします。貸与承認を受けた方は、市役所まで受け

取りに来てください。業者による設置をご希望の場合は、後日、業者からご連絡しますので、しばらくお

待ちください。 

注意点 

•「高齢者見守り装置」もしくは、警察署で同様の機器がすでに設置されている 

世帯は対象外となります。 

•録音装置の保障期間内の故障については、業者により無償で対応しますが、 

利用者の故意、または不注意等の瑕疵が認められた場合、利用者負担による 

対応となりますのでご了承ください。 

•使用にあたり、簡単な初期設定を行っていただく必要があります。業者が設置す

る場合は業者で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

高齢者見守り装置 



■申請書記載例 

 

【お問合せ先：金沢市ダイバーシティ人権政策課 TEL２２０－２０９５ FAX２６０－１１７８】 


